
                                      

令和６年３月５日 

 

 

                                        

飯田市議会議長 熊谷 泰人  様 

 

社会文教委員長 永井 一英  

                                          

 

閉会中の継続調査申出書 

                   

 

 地方自治法第 109 条並びに飯田市議会会議規則第 98 条及び第 104 条の規定に基づき、行

政執行の監視機能の充実と政策提言等を目指し、下記の事項について調査することを決定

しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 調査事項 

我がまちで子育てを支えていくためには 

 

２ 理由 

計画策定に向けた限られた期間の中で、委員会の議論等を深め、適時適切な対応を図る上

で閉会中になお継続調査する必要があるため。 

 



〔補足資料〕 

                                令和６年３月５日 

 

 

飯田市議会議長 熊谷 泰人  様 

 

社会文教委員長 永井 一英  

 

                                          

所管事務調査通知書 

                   

 

 本委員会は、飯田市議会委員会条例第２条第２項第２号において規定する所管事務調査

のうち、次の事項について所管事務調査をすることに決定したので、地方自治法第 109 条

第２項及び飯田市議会会議規則第 98 条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 調査事項 

我がまちで子育てを支えていくためには 

 

２ 調査目的 

国は、すべてのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するため、

令和５年４月、こども家庭庁を創設するとともに、こども基本法を制定するなど、こども政

策は新たな展開を迎えている。 

「こどもまんなか社会」の実現に向けては、家や学校、地域、いろんな場所でこどもが安

心して過ごせる場が増え、安心して子育てができる環境づくりに向け様々な人材からの支援

が切れ目なく提供される必要がある。こどもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる我

がまちの実現に向け、さらに取り組むべき場や支援、仕組みなどの調査、研究を進める。 

 

３ 調査方法及び報告 

  執行機関からの現状説明・報告及び質疑を踏まえ、委員間の討議、協議を進める。管内視

察、管外視察を通して気づかされた視点や、必要に応じ市内団体、事業者等との意見交換を

実施し、委員間の討議、協議の深化を図る。 

  調査が終了次第、「所管事務調査報告書」を議長へ提出し、全議員で共有する。 

 

４ 期間 

令和６年３月 23 日から令和７年３月 26 日まで（令和７年第１回定例会開会まで） 
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